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に
関
す
る
制
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改
正
史

│
制
度
導
入
か
ら
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
改
正
ま
で

│

賀　
　

来　
　

健　
　

輔

は
じ
め
に

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
を
含
む
直
接
請
求
制
度
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
自
治
制
度
史
や
戦
後
史
と
り
わ
け
地
方
制
度
改
革
の
検

討
の
中
で
、
制
度
導
入
の
経
緯
や
そ
の
後
の
改
正
な
ど
が
触
れ
ら
れ
て
き
た
（
1
）

。
だ
が
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
（
以
下
「
条
例

の
制
定
改
廃
請
求
」
と
略
す
）
に
焦
点
を
絞
っ
た
制
度
導
入
か
ら
現
在
ま
で
を
対
象
と
す
る
制
度
史
的
検
討
と
な
る
と
、
お
お
よ
そ
筆
者
の

管
見
す
る
限
り
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
研
究
の
空
白
を
些
か
な
り
と
も
埋
め
る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
制
度
は
、
住
民
か
ら
の
個
別
争
点
を
巡
る
住
民
投
票
条
例
の
制
定
や
政
策
立
案
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
、

論　

説
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な
く
て
は
な
ら
な
い
住
民
自
治
を
具
体
化
す
る
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
周
知
の
よ
う
に
住
民
に
条
例
制
定
の
決
定
権

が
な
い
こ
と
を
始
め
、
多
く
の
不
備
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
つ
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
制

度
の
歴
史
的
変
遷
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
も
少
な
く
な
い
（
表
1
）。

本
稿
で
制
度
改
正
に
焦
点
を
当
て
そ
の
変
遷
を
辿
っ
て
お
く
こ
と
は
、
今
後
よ
り
住
民
自
治
に
か
な
っ
た
制
度
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
2
）

。

一　

直
接
請
求
制
度
の
導
入

わ
が
国
で
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
含
む
直
接
請
求
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
立
っ
た
特

徴
は
、
ま
ず
何
よ
り
①
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
先
が
け
た
第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
＝
改
正
）
で
そ
の
導
入
を
み
た
点
、
②
ま
た
導
入
に

あ
た
っ
て
は
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
以
下
総
司
令
部
）
の
主
導
に
よ
る
の
で
は
な
く
内
務
省
官
僚
の
主
導
で
あ
っ
た
点
、
③
さ
ら
に
導

入
と
同
時
に
さ
ほ
ど
現
在
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
の
制
度
的
完
成
を
み
た
点
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
諸
点
を
中
心
に
、
そ
の
制

度
導
入
時
の
状
況
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
く
（
3
）

。

第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
①
）

第
一
次
地
方
制
度
改
革
と
は
、
一
九
四
六
年
に
行
わ
れ
た
地
方
制
度
に
関
す
る
抜
本
的
改
革
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
東
京
都

制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
4
）
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表 1　条例の制定・改廃請求の主な制度的変遷

年号 主な制度内容の変更事項

①1946（昭和21）年

第一次地方制度改革（東京都制、府県制、市制、町村制の改正）
の政府原案の提出（必要署名数：都 2万人以上、道府県及び各
市町村 1 /50以上［道府県 1万人、市 1千人、町村100人が上限］、
長に修正権。）。のちに衆議院において上限の規定を撤廃。

②1947（昭和22）年

地方自治法制定。直接請求制度の 1つとして条例制定・改廃請
求の規定（「総数の50分の 1以上の者の連署」、署名収集期間
「都道府県 2箇月以内、市町村 1箇月理由（政令事項）」、長の修
正権は採用せず。意見提出権のみ。）

③1948（昭和23）年
地方自治法の一部改正（「地方税、分担金、使用料及び手数料の
賦課徴収に関するもの」という規定を条文から削除）。

④1950（昭和25）年
地方自治法の一部改正（署名の審査、効力の決定、署名簿の縦
覧、争訟手続き、無効の署名、関係人の出頭証言、署名に関す
る罰則等を規定する法第74条の 2から 4までを加える。）

⑤1963（昭和38）年
地方自治法の一部改正（「地方税、分担金、使用料及び手数料の
賦課徴収」の文言を「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料
及び手数料の徴収」に変更。

⑥1969（昭和44）年
地方自治法の一部改正（国政選挙、地方選挙を問わず選挙が行
われるときの署名活動を禁止する規定の付加（第74条第 6項）。

⑦1969（昭和44）年 地方自治法施行令の一部改正（点字による署名を認める）

⑧1994（平成 6）年
地方自治法の一部改正（身体の故障又は文盲により署名するこ
とができない者に係る代筆署名の規定が設ける［第74条第 7項
及び第 8項］）。

⑨2002（平成14）年
地方自治法の一部改正（議会において直接請求による条例案の
審議を行うにあたり、請求代表者に意見陳述の機会を与える規
定を設ける［第74条第 4項］）。

⑩2011（平成23）年
地方自治法の一部改正（請求代表者の資格制限規定［現行法第
74条第 6項］及び地位を利用して署名運動をした公務員等に対
する罰則規定の創設［第74条の 4第 5項］）。

⑪2013（平成25）年
地方自治法施行令等の一部を改正（請求者の署名収集委任届出
書提出の廃止、指定都市における署名収集期間等の延長［政令
事項］）

（出典）総務省「地方行財政検討会議第一分科会第 7回」資料 2
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000087295.pdf) の記述を基に、加
筆修正の上筆者が作成。
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か
ら
な
る
。
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
制
定
に
関
す
る
一
連
の
論
議
を
踏
ま
え
な
が
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
（
5
）

、
新
憲
法
の
精
神
を
取
り
入
れ
た
旧

来
の
制
度
と
は
方
向
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
こ
ま
で
民
主
的
な
改
革
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
総
司
令
部
と
内

務
省
と
の
間
で
激
し
い
駆
け
引
き
（
＝
「
対
抗
と
同
調
（
6
）

」）
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
改
革
に
お
い
て
最
も
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
知
事
に
関
す
る
点
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
総
司
令
部
よ
り
そ
の
選
出
方
法
を
間

接
選
挙
か
ら
直
接
選
挙
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
も
、
知
事
の
身
分
を
官
吏
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。
新
憲
法
制
定
後
も
旧
来

の
地
方
制
度
（
＝
後
見
的
国
地
方
関
係
）
を
温
存
す
る
た
め
に
は
、
官
吏
と
し
て
の
身
分
を
残
す
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
局
そ
れ
も
叶
う
こ
と
な
く
、
最
終
的
に
は
法
案
の
附
帯
決
議
に
「
政
府
は
都
道
府
縣
の
首
長
及
び
そ
の
部
下
を
す
べ
て
公
吏
と
す

る
都
制
、
府
縣
制
改
正
案
及
び
こ
れ
に
必
要
な
る
法
律
を
急
速
に
整
備
し
、
來
る
べ
き
通
常
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
、
第

二
次
地
方
制
度
改
革
（
日
本
国
憲
法
・
地
方
自
治
法
施
行
）
で
「
公
吏
」
の
身
分
と
な
っ
た
（
7
）

。

結
論
的
に
は
、
先
行
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
で
直
接
請
求
制
度
は
導
入
さ
れ
た
が
、
審
議
の
過
程
で
知

事
の
解
職
や
議
会
の
解
散
請
求
が
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
と
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
関
し
て
は
殆
ど
話
題
に
上
ら

な
か
っ
た
（
8
）

。

内
務
官
僚
に
よ
る
主
導

こ
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
そ
の
も
の
は
、
総
司
令
部
に
非
ず
日
本
側
の
自
主
的
決
定
に
よ
り
行
わ
れ
（
9
）

、
ま
た
直
接
請
求
制
度
の
よ
う

な
極
め
て
民
主
的
な
制
度
も
内
務
省
が
主
導
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
旧
来
の
後
見
的
制
度
の
墨
守
に
努
め
て
き
た
内
務
省
が
、

こ
の
よ
う
な
戦
前
と
は
異
な
る
開
明
的
な
制
度
の
端
緒
を
担
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
史
実
と
言
っ
て
よ
い
。
具
体
的
に
主
導
し
た
人
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物
と
は
、
内
務
官
僚
時
代
の
鈴
木
俊
一
（
元
東
京
都
知
事
）
で
あ
り
、
後
年
政
治
学
者
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
と
し
て
、

本
人
自
身
が
そ
の
辺
の
事
情
を
詳
し
く
話
し
て
い
る
（
10
）

。

日
本
国
憲
法
に
先
ん
じ
た
理
由
│
「
明
治
の
先
例
」
の
意
味
し
た
も
の

政
府
が
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
日
本
国
憲
法
制
定
よ
り
急
い
だ
理
由
と
し
て
、「
明
治
の
先
例
に
倣
う
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

当
時
の
内
務
大
臣
大
村
淸
一
、
郡
祐
一
地
方
局
長
ら
内
務
省
当
局
の
積
極
的
改
正
論
の
背
景
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
考
え
方
で
、
こ
の
点
少

し
説
明
を
付
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
（
11
）

。

「
明
治
の
先
例
」
と
い
う
の
は
、
時
の
内
務
大
臣
山
縣
有
朋
が
ア
ル
バ
ー
ト
・
モ
ッ
セ
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
明
治
憲
法
制
定
や
国
会

開
設
よ
り
も
先
に
地
方
制
度
（
市
制
町
村
制
、
府
県
制
郡
制
）
の
整
備
を
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
山
縣
は
地
方
制
度
の
効
果
を
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
。
佐
久
間
彊
の
纏
め
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
①
国
民
を
し
て
行
政
参
助
の
知
識
経
験
を
得
し
め
、
立
憲
政
治
の
運
用
に

資
す
る
点
、
②
中
央
政
局
変
動
の
影
響
が
地
方
に
波
及
す
る
の
を
防
止
す
る
点
、
の
二
点
で
あ
る
（
12
）

。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
ま
ま
新
憲
法
制
定

よ
り
先
に
地
方
制
度
を
整
備
す
る
理
由
と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
の
点
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
が
日
本
国
憲
法
よ
り
先
ん
じ
た
理
由
と
の
関
連
で
、
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
点
高
木
鉦

作
は
、
明
治
政
府
が
「
地
方
制
度
を
整
備
し
た
重
要
な
狙
い
の
一
つ
は
、
自
由
民
権
の
流
れ
を
汲
む
政
党
を
地
方
自
治
体
に
進
出
さ
せ
な

い
、
要
す
る
に
地
方
政
治
か
ら
政
党
を
排
除
し
、
中
央
官
僚
が
地
方
自
治
体
を
掌
握
で
き
る
制
度
に
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

な
い
と
、
国
家
に
進
出
し
て
く
る
政
党
（
＝
反
政
府
勢
力
）
に
対
し
て
明
治
政
府
は
十
分
に
対
処
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
（
13
）

。」
と

理
解
し
て
い
る
。
端
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
れ
ば
、
国
会
が
開
設
さ
れ
（
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
）
政
党
政
治
が
動
き
出
す
前
に
、
明
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治
政
府
と
し
て
は
何
と
し
て
も
自
分
た
ち
の
思
い
描
く
地
方
制
度
を
整
備
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
第
二
次
大
戦
直
後
の
政
府
に
も
言
え
た
の
で
は
な
い
か
。
沢
井
勝
は
、「
形
式
的
に
は
新
憲
法
秩
序
を
受
け
入
れ
つ
つ
、

内
容
的
に
は
だ
し
ぬ
い
て
行
こ
う
と
し
た
た
め
の
『
自
主
的
な
決
定
』
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
制
定
以
前
に
急
い
で
断
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
14
）

。」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
何
と
し
て
も
旧
憲
法
下
で
地
方
制
度
改
正
を

や
り
遂
げ
、
日
本
国
憲
法
制
定
後
も
、
旧
制
度
が
そ
こ
こ
こ
に
生
き
永
ら
え
る
よ
う
に
策
を
講
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
目
論
見

も
結
果
的
に
は
先
述
の
通
り
総
司
令
部
の
前
に
敢
え
無
く
潰
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
政
府
が
「
明
治
の
先
例
」
に

倣
い
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
先
ん
じ
よ
う
と
し
た
理
由
は
十
分
に
理
解
し
得
る
。

条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
導
入
理
由

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
第
一
次
地
方
制
度
改
革
が
急
が
れ
、
ま
た
民
主
的
制
度
の
具
体
的
「
証
拠
」
の
一
つ
と
し
て
直
接
請
求
制
度
は

取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
他
の
直
接
請
求
と
は
性
格
が
異
な
る
（
端
的
に
は
政
策
指
向
性
の
相
違
（
15
）

）
条
例
の
制
定

改
廃
請
求
ま
で
も
、
こ
の
時
期
導
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
政
府
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
、
国
会
答
弁
資
料
の
中
に
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
議
員
や
首
長
が
条
例
や
規
則
の
制
定
改
廃
に
理
解
を
有
さ
ず
熱
意
を
欠
く
場
合
に
は
、
住
民
が
自
ら
条
例
や
規

則
を
発
案
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
、
地
方
住
民
の
自
治
に
対
す
る
関
心
を
高
め
自
治
の
進
展
を
も
た
ら
す
と
信
じ
る
こ
と
、
第
二
に
、

こ
の
よ
う
な
直
接
参
政
の
途
を
拓
く
こ
と
が
暴
力
に
よ
る
行
動
を
抑
止
し
、
地
方
自
治
の
健
全
な
発
達
を
促
す
所
以
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
、
第
三
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
後
地
方
自
治
の
上
に
住
民
の
意
思
が
強
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
り
、
議
員
や
市
町
村
長
ら
が
責
任
を
自
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
一
）

覚
し
行
政
運
営
が
一
部
の
者
の
利
益
に
よ
ら
ず
、
広
く
一
般
の
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
こ
と
、
の
三
点
が

そ
こ
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
16
）

。

確
か
に
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
民
主
的
改
革
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
の
真
っ
当
な
理
由
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
触
れ
て

き
た
よ
う
に
、
新
憲
法
制
定
後
も
旧
制
度
を
墨
守
し
た
い
政
府
の
本
音
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
ろ

う
。見

て
き
た
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
、
旧
制
度
を
新
憲
法
制
定
以
降
も
実
質
的
に
温
存
さ
せ
る
意
図
で
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
急
ぎ
、

ま
た
新
憲
法
の
精
神
を
取
り
込
ん
だ
と
表
向
き
見
せ
る
改
革

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（
例
え
ば
「
知
事
公
選
」
に
象
徴
さ
れ
る
）
を
行
っ
て
き
た
（
17
）

。
と
す
る
と
、
こ

こ
か
ら
は
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
他
の
直
接
請
求
と
共
に
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
そ
れ
に
加
え
た
こ
と
自
体
に

特
段
意
味
は
な
く
、
表
向
き
の
民
主
的
改
革
の
「
証
拠
」
の
一
つ
（
＝
総
司
令
部
に
民
主
的
改
革
を
行
っ
た
と
納
得
さ
せ
る
取
引
材
料
）
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
の
強
い
意
味
合
い
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。

従
っ
て
、
内
務
省
官
僚
が
直
接
請
求
制
度
の
導
入
を
主
導
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
関
心
は
「
旧
制
度
の
持
続
」
こ
れ

一
点
に
の
み
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
特
に
民
主
主
義
の
拡
大
・
深
化
を
意
図
し
て
導
入
を
図
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

後
年
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
導
入
の
主
導
者
と
目
さ
れ
る
鈴
木
は
、
税
等
の
賦
課
徴
収
を
除
外
す
る
法
改
正
で
政
府
答
弁
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
の
発
言
は
住
民
自
治
へ
の
関
心
の
希
薄
さ
を
極
め
て
如
実
に
表
し
て
い
る
（
18
）

。
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
二
）

第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
特
に
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
）
の
内
容

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
と
に
行
わ
れ
た
第
一
次
地
方
制
度
改
革
の
内
容
を
見
て
お
く
。
先
述
の
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
ほ

か
の
計
四
つ
の
法
律
の
主
な
改
正
事
項
は
、
①
公
民
及
び
名
誉
職
制
度
の
廃
止
、
②
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
拡
張
、
③

名
誉
選
挙
権
の
廃
止
と
住
所
要
件
の
例
外
規
定
、
④
条
例
規
則
制
定
の
直
接
請
求
、
⑤
知
事
・
市
町
村
長
・
議
員
等
解
職
の
直
接
請
求
、

⑥
地
方
議
会
解
散
の
直
接
請
求
、
⑦
監
査
の
直
接
請
求
な
ど
で
あ
っ
た
（
19
）

。
直
接
請
求
制
度
に
関
す
る
も
の
は
こ
の
う
ち
の
④
〜
⑦
だ
が
、

本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
④
条
例
規
則
制
定
の
直
接
請
求
に
関
し
て
、
記
し
て
お
く
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

政
府
原
案
で
は
、
必
要
な
署
名
数
に
つ
い
て
都
は
二
万
人
以
上
、
府
県
区
市
町
村
は
原
則
五
〇
分
の
一
以
上
と
し
、
そ
の
数
が
府
県
で

一
万
、
市
お
よ
び
東
京
都
の
区
で
一
千
、
町
村
で
百
を
超
え
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
数
で
可
と
し
た
（
20
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
政
府
は
、「
…

請
求
に
必
要
な
署
名
者
の
数
は
、
住
民
に
自
由
な
意
思
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
と
余
り
少
数
で
は
慎
重
を
欠
く
お
そ
れ
の
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
、
通
常
の
議
案
の
発
議
に
必
要
な
三
人
の
議
員
が
実
質
上
支
持
を
受
け
て
い
る
選
挙
人
の
数
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
基

準
を
お
い
た
」
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
（
21
）

。

必
要
と
さ
れ
る
署
名
数
が
「
議
案
の
発
議
に
必
要
な
三
人
の
議
員
が
実
質
上

・

・

・

支
持
を
受
け
て
い
る
選
挙
人
の
数
（
点
線
筆
者
）」
と
す
る

点
は
、
些
か
根
拠
と
し
て
は
心
許
な
い
。
加
え
て
、
そ
れ
を
地
方
自
治
体
の
種
別
に
関
係
な
く
適
用
す
る
の
は
到
底
無
理
が
あ
る
。
だ
が

こ
の
根
拠
を
基
に
し
た
制
度
は
現
在
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
案
は
審
議
の
過
程
で
修
正
が
加
え
ら
れ
、
必
要
と
す
る
署
名
数
に
関
し
て
は
、
東
京
都
も
他
の
自
治
体
と
同
様
五
〇
分
の
一
以

上
の
署
名
数
に
改
め
ら
れ
、
ま
た
上
限
規
定
（
道
府
県
一
万
人
、
市
一
千
人
、
町
村
一
〇
〇
人
）
は
削
除
さ
れ
た
。
加
え
て
首
長
が
修
正
案
を

議
会
に
提
出
す
る
際
に
は
、
必
ず
原
案
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
22
）

。
結
果
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
現
在
と
同
様
の
内
容
を
有
し
た
制
度
と
し
て
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
三
）

出
発
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二　

制
度
導
入
直
後
の
変
動
期

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
の
地
方
自
治
法
制
定
（
②
）

こ
の
年
の
五
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治
法
は
同
時
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
地
方
自
治
法
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
い

て
改
正
さ
れ
た
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
町
村
制
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
内
容
に
改
正
を
加
え
、
一
つ
の
法
律
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
植
原
悦
二
郎
内
務
大
臣
が
法
案
の
提

案
理
由
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
は
「
憲
法
附
属
法
典
」
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
（
23
）

。

直
接
請
求
制
度
に
関
し
て
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
内
容
の
殆
ど
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
な
お
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に

関
す
る
改
正
の
諸
点
は
、
総
司
令
部
の
意
向
を
受
け
て
第
一
二
条
、
第
七
四
条
第
一
項
の
条
文
中
に
見
ら
れ
た
「
条
例
又
は
規
則
の
制

定
」
と
い
う
文
言
を
、「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
」
と
改
め
、
ま
た
「
規
則
」
と
い
う
文
言
を
除
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
改
廃
」
の

意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
と
、「
規
則
」
は
長
が
制
定
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
（
24
）

。

既
に
こ
の
時
点
で
署
名
要
件
は
、「
そ
の
総
数
の
五
十
分
の
一
以
上
の
者
の
連
署
」（
第
七
四
条
第
一
項
）
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
新
た
に

施
行
さ
れ
た
地
方
自
治
法
施
行
令
で
も
、
署
名
収
集
の
期
間
は
都
道
府
県
二
箇
月
以
内
、
市
町
村
二
箇
月
以
内
（
第
九
二
条
第
四
項
）
と
現

行
制
度
と
ほ
ぼ
同
様
（
近
年
政
令
市
に
つ
い
て
は
二
か
月
以
内
に
改
正
さ
れ
た
（
後
述
））
の
規
定
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
四
）

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
③
）

条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
制
度
史
上
最
も
悪
し
き
改
正
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
導
入
後
間
も
な
い
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

導
入
時
に
は
制
限
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
請
求
対
象
に
つ
い
て
、
こ
の
改
正
で
地
方
税
、
分
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
賦
課
徴
収
を

そ
の
対
象
か
ら
除
い
た
の
で
あ
る
（
25
）

。
こ
の
点
は
現
在
ま
で
変
わ
る
こ
と
な
く
残
存
し
て
お
り
、
住
民
の
請
求
対
象
の
範
囲
を
狭
め
る
制
度

的
欠
陥
と
し
て
こ
れ
ま
で
つ
と
に
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
（
26
）

。

こ
の
改
正
の
理
由
に
は
、
安
易
な
税
等
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
請
求
が
濫
用
・

・

さ
れ
自
治
体
財
政
を
脅
か
す
点
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
内
務
省
の
考
え
方
は
当
時
の
高
名
な
学
者
で
あ
る
田
中
二
郎
な
ど
も
理
解
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
比
較
的
一
般
的
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
27
）

。
実
際
ど
の
程
度
そ
う
い
っ
た
類
い
の
請
求
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
総
務
省
に
拠
れ
ば
、

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
八
月
一
日
施
行
の
地
方
自
治
法
改
正
前
に
行
わ
れ
た
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
で
判
明
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

都
道
府
県
に
対
す
る
も
の
一
一
件
中
全
て
、
市
町
村
に
対
す
る
も
の
八
件
中
七
件
が
、
税
条
例
及
び
乗
車
料
条
例
改
正
を
求
め
る
も
の
で
、

都
道
府
県
の
場
合
不
明
や
請
求
取
り
下
げ
を
除
き
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
全
て
議
会
で
否
決
さ
れ
て
い
る
（
表
2
（
28
）

）。
全
国
レ
ベ

ル
の
こ
の
期
間
こ
の
件
数
で
果
た
し
て
濫
用
・

・

と
ま
で
呼
び
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
言
え
な
い
が
、
何
よ
り
こ
の
内
務
省
の

過
敏
に
過
ぎ
る
対
応
の
本
音
は
、
税
等
の
請
求
が
直
接
請
求
に
馴
染
む
か
馴
染
ま
な
い
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
よ
り
別
の
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。

税
負
担
等
軽
減
の
請
求
は
、
一
般
の
住
民
に
と
っ
て
は
負
担
を
軽
減
し
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
故
、
署
名
の
収
集
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
治
体
財
政
で
必
要
な
経
費
は
賄
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
以
上
議
会
は
必
ず
そ
れ
を
否
決
す
る
。
つ
ま
り
真
の
狙
い
は
、
事
の

成
り
行
き
が
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
る
こ
と
に
多
額
の
経
費
を
使
う
こ
と
へ
の
疑
問
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
29
）

。
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
五
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
橋
本
勇
は
、
議
会
で

否
決
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
請
求
に

時
間
と
金
を
か
け
る
の
は
無
駄
と
い
う
考
え

方
に
疑
問
を
呈
し
た
上
で
、「
税
の
減
免
の

請
求
に
対
し
て
誠
実
に
検
討
す
る
こ
と
が
効

率
的
な
行
政
運
営
を
考
え
、
事
務
事
業
の
選

択
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
、
納
税

者
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
も

全
く
同
意
見
で
あ
る
（
30
）

。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
の
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
（
④
）

こ
の
年
直
接
請
求
制
度
の
諸
点
に
つ
い
て
、

比
較
的
大
き
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
条

例
の
制
定
改
廃
請
求
に
関
わ
る
点
は
、
①
署

名
の
審
査
・
効
力
の
決
定
、
署
名
簿
の
縦
覧
、

表 2　昭和23年 8 月 1 日地方自治法改正法施行前に行われた都道府県に対する
　　　条例制定・改廃請求（地方自治月報第 6・7合併号）

府県名 請求期日 署名数
（法定署名数） 請求事項 備　考

北海道 S23. 4. 2 545,801（36,035）北海道税条例改正 S23. 5.29
否決

福島県 S23. 7.10 282,355（19,842）電気ガス税鉱産税条例改正 S23. 7.29
否決

神奈川県 S23. 6.15 44,938（23,738）電気ガス税賦課徴収条例改正 S23. 7.27
否決

滋賀県 S23. 7.15 15,367（ 9,460）県税条例改正 S23. 7.24
否決

京都府 S23. 5.26 不明 電気ガス税条例改正 S23. 7.29
否決

大阪府 S23. 7.28 48,197（36,052）電気ガス税条例改正 請求取下

兵庫県 S23. 5.16 不明 電気ガス税条例改正 不明

奈良県 S23. 6.28 13,309（ 8,896）県税条例改正 S23. 7.27
否決

和歌山県 S23. 7.22 11,843（10,748）県電気ガス税及び鉱産税条例改正 S23 7.27
否決

岡山県 S23. 6.22 32,952（17,655）県税賦課徴収条例改正 S23. 7.10
否決

愛媛県 S23. 6.11 17,880（15,244）電気ガス税条例改正 不明

（出典） 総務省「第30次地方制度調査会第 1回専門小委員会配布資料 1」、2011年。
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000131330.pdf）
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
六
）

③
署
名
に
関
す
る
争
訟
手
続
、
③
無
効
の
署
名
と
関
係
人
の
出
頭
証
言
、
④
違
法
な
署
名
に
関
す
る
罰
則
等
の
規
定
な
ど
で
あ
る
（
第

七
四
条
の
二
〜
四
）。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ま
で
直
接
請
求
の
手
続
き
に
関
し
特
段
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
署
名
の
際
に
不
正
な
行
為

が
見
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
防
止
・
是
正
の
観
点
か
ら
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
31
）

。

し
か
し
、
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、「
住
民
の
直
接
請
求
に
対
す
る
チ
リ
ン
グ
・
エ
フ
ェ
ク
ト
（
萎
縮
効
果
）
を
結
果
す
る
も
の
」（
浜

川
清
（
32
）

）
と
い
う
指
摘
や
、「（
当
時
の
制
度
の
濫
用
の
＝
筆
者
補
足
）
原
因
は
制
度
を
い
か
し
き
れ
な
か
っ
た
政
治
土
壌
の
古
さ
、
住
民
意
識

の
低
さ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
制
度
そ
の
も
の
の
手
続
の
厳
格
さ
と
か
、
制
度
へ
の
警
戒
を
強
め
る
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で
あ
り
、

的
外
れ
と
い
え
る
。」（
高
寄
昇
三
（
33
）

）
と
い
う
手
厳
し
い
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。

今
日
署
名
の
適
正
化
を
図
る
と
い
う
意
味
で
、
手
続
を
定
め
る
こ
の
条
項
の
全
て
が
不
必
要
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が

あ
る
ば
か
り
に
住
民
の
直
接
請
求
活
動
に
実
際
に
支
障
（
過
度
の
萎
縮
）
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
め
る
内
容
を
緩
和
す
る
な

ど
柔
軟
な
対
応
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

安
定
期
の
中
で
の
制
度
改
正

こ
の
期
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
制
度
改
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
制
度
的
に
安
定
し
て
い
る
時
期
と
も
言
え
る

が
、
そ
の
中
で
の
幾
つ
か
諸
点
の
改
正
事
項
を
留
め
て
お
く
。

八
八



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
七
）

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑤
）

こ
の
改
正
で
は
、
財
務
会
計
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
条
文
中
の
字
句
の
修
正
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
従
前
「
地
方
税
、
分
担
金
、

使
用
料
及
び
手
数
料
の
賦
課
徴
収
」
と
あ
っ
た
一
文
を
、「
地
方
税
の
賦
課
徴
収
並
び
に
分
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
」
に
改

め
た
（
第
七
四
条
第
一
項
）。
こ
れ
は
、「
賦
課
徴
収
」
を
地
方
税
だ
け
に
係
る
よ
う
に
し
、
用
語
の
使
い
方
を
明
確
化
す
る
と
い
う
趣
旨

で
あ
っ
た
（
34
）

。

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑥
）

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
で
衆
・
参
議
員
選
挙
、
地
方
議
会
の
議
員
、
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
そ
の

間
直
接
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
第
七
四
条
第
七
項
）。

立
法
担
当
者
に
拠
れ
ば
、
本
来
の
制
度
趣
旨
か
ら
外
れ
選
挙
に
あ
る
種
の
影
響
を
与
え
る
べ
く
行
わ
れ
た
と
疑
念
を
抱
か
せ
る
請
求
が

少
な
く
な
い
現
状
を
鑑
み
、
選
挙
と
直
接
請
求
の
両
者
の
運
動
の
時
期
的
重
複
を
避
け
る
た
め
に
改
正
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
35
）

。
す
な
わ

ち
改
正
理
由
は
単
に
事
務
手
続
き
上
の
煩
雑
さ
│
選
挙
事
務
と
直
接
請
求
の
事
務
│
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
あ
る
種
の
影
響
を

・

・

・

・

・

・

・

与
え
る
べ
く
行
わ
れ
る
直
接
請
求

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

を
こ
そ
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
法
的
に
許
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
制
度
を
使
い
こ
な
し
、
選
挙
に
影
響
を

も
た
ら
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
本
来
の
制
度
趣
旨
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
政
治
参
加
の
活
性
化
、
民
主
主
義

の
拡
大
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
政
治
戦
略
と
し
て
は
特
段
問
題
な
い
も
の
と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の

改
正
に
よ
り
署
名
収
集
の
期
間
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
直
接
請
求
に
一
つ
の
制
約
を
課
し
た
と
見
做
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

八
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
八
）

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
⑦
）

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
は
ま
た
地
方
自
治
法
施
行
令
だ
が
、
直
接
請
求
を
拡
大
す
る
比
較
的
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
こ
こ
に
留
め
て
お
く
。
こ
の
改
正
で
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
九
十
二
条
第
一
項
中
の
「
署
名
し
」
と
い
う
文
言
を
、「
署
名
（
盲

人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
五
年
政
令
第
八
十
九
条
）
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
名
前
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
を

し
」
に
改
め
た
。

公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
の
際
に
は
点
字
投
票
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
筆
跡
判
定
の
不
可
能
な
点
字
署
名
は
本
人
の
署
名
か
ど
う

か
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
こ
れ
ま
で
直
接
請
求
で
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
改
正
で
点
字
署
名
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
36
）

。

四　

平
成
以
後
の
制
度
改
正

二
五
年
近
く
も
の
間
目
立
っ
た
制
度
改
正
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
平
成
に
入
っ
て
幾
つ
か
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑧
）

こ
れ
ま
で
直
接
請
求
の
請
求
者
名
簿
へ
の
署
名
は
自
署
に
限
定
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
身
体
の
故
障
等
に
よ
り
自
署
で
き

な
い
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
も
代
筆
で
の
署
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
七
四
条
第
八
項
、
そ
れ
に
関
す
る
罰
則
規
定
は
、
第
七
四

条
の
四
第
三
項
・
第
四
項
）。
代
筆
署
名
の
具
体
的
な
方
法
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
委
任
し
、
自
己
の
氏

九
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
九
）

名
を
直
接
請
求
の
署
名
簿
に
記
載
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
37
）

。

二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑨
）

こ
の
改
正
に
よ
り
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
よ
り
付
議
さ
れ
た
事
件
の
審
議
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
議
会
は
そ
の
請
求
代
表
者
の

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
（
第
七
四
条
第
四
項
）。

こ
れ
ま
で
首
長
は
議
会
に
意
見
を
付
け
て
条
例
案
を
付
議
し
て
き
た
が
、
他
方
請
求
代
表
者
は
議
会
に
直
接
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
全

く
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
受
け
た
対
応
で
あ
り
、
立
法
担
当
者
に
拠
れ
ば
、「
住
民
が
自
ら
そ
の
請
求
の
趣
旨
や
内
容
を

議
会
で
説
明
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
に
お
け
る
審
議
の
充
実
を
図
る
と
い
う
観
点
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
（
38
）

。

長
の
意
見
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
議
会
の
実
質
的
審
議
に
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
点
で
請
求
者
側
に
配
慮
し
た

改
正
で
あ
る
。

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑩
）

こ
の
改
正
で
は
、
直
接
請
求
に
お
け
る
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限
の
創
設
と
署
名
に
関
す
る
罰
則
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
高

知
県
東
洋
町
に
お
け
る
町
議
会
議
員
の
解
職
請
求
を
め
ぐ
る
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
の
委
員
・
職
員
等
は
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
含
め
直
接
請
求
の
請
求
代
表
者
に
な
れ
な
い
こ
と
（
図
1
）、
そ
の
他
選
挙
人
名
簿

に
表
示
さ
れ
て
い
る
者
で
選
挙
権
の
停
止
・
失
権
、
転
出
者
、
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
（
死
亡
、
国
籍
喪
失
等
）
も
請
求
代
表
者

に
な
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
（
第
七
四
条
第
六
項
）、
ま
た
公
務
員
等
の
地
位
を
利
用
し
た
署
名
運
動
へ
の
罰
則
措
置
な
ど
を
設
け
た

九
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
〇
）

（
第
七
四
条
の
四
第
五
項
（
39
）

）。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
地
方
自
治
施
行
令
の
一

部
改
正
（
⑪
）

地
方
自
治
法
施
行
令
の
改
正
で
は
あ
る
が
、
近
年
に
な

い
変
更
点
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
留
め
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
直
接
請
求
制
度
全
般
に
お
い
て
署
名
収
集
期

間
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
二
か
月
以
内
、
市
町
村
に

お
い
て
は
一
か
月
以
内
と
定
め
ら
れ
て
き
た
（
旧
地
方
自

治
法
施
行
令
第
九
二
条
第
四
項
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
の
地
方
自
治
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
指
定
都
市
の
署
名
収
集
期
間
が
都

道
府
県
並
み
に
延
長
さ
れ
た
（
新
施
行
令
第
九
二
条
第
三
項
）。

こ
れ
は
、
署
名
収
集
期
間
を
都
道
府
県
と
市
町
村
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
区
分
し
て
き
た
こ
と
が
現
状
に
対
応
で

き
て
い
な
い
こ
と
へ
の
一
つ
の
対
応
と
言
え
よ
う
。
地
方

自
治
体
の
種
類
に
よ
ら
ず
人
口
比
に
応
じ
た
収
集
期
間
が

図 1　2011（平成23）年の直接請求制度の改正

国家公務員
及び

地方公務員
（一般職・特別職）

選挙管理委員会
の委員及び職員

投票を伴う
請求

（議会の解散、
議員・長の解職）

投票を伴わない
請求

（条例制定・改廃、監査、
主要公務員の解職）

×

×

○

○

（注1）

（注 1）

投票を伴う
請求

（議会の解散、
議員・長の解職）

投票を伴わない
請求

（条例制定・改廃、監査、
主要公務員の解職）

○

×

○

×

（注1）（注 1）

公務員等の地位利用を伴う
署名運動に対して罰則措置

（投票を伴わない直接請求を含む）

改正前 改正後

（注 1） このほか、国家公務員及び地方公務員については、服務規律の観点から、
公務員法等による制約がある。

（注 2） 上記の表のほか、改正法においては、①死亡や国籍喪失等により選挙人
名簿から抹消された者、②選挙に関する犯罪等により選挙権を有しない
者、③転出して住所を有しなくなった者についても、請求代表者たり得
る資格を制限することとしている。

（出典） 新田一郎「地域主権改革関連三法③地方自治法の一部改正」
『時の法令』第1891号、2011年、50頁。一部文言を変えた。

九
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
一
）

望
ま
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
性
格
の
異
な
る
直
接
請
求
の
全
て
が
同
じ
収
集
期
間
で
あ
る
こ
と
や
連
署
の
要
件

の
あ
り
方
な
ど
を
含
め
全
般
的
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
点
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
（
40
）

。

結
び

以
上
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
の
成
り
立
ち
と
そ
の
後
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
改
め

て
制
度
と
し
て
の
基
本
的
内
容
は
既
に
導
入
時
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
41
）

。
ま
た
導
入
後
の
主
な
制
度
改
正
は
十
回
ほ
ど

を
数
え
る
が
、
そ
の
大
半
は
直
接
請
求
制
度
全
般
に
向
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
と
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の

は
数
少
な
い
こ
と
な
ど
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
現
時
点
で
結
論
的
に
は
制
度
改
正
の
変
遷
を
い
か
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
住
民
自
治
の
拡

大
・
深
化
の
方
向
に
進
展
し
て
い
る
と
判
断
し
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
抑
制
す
る
方
向
に
逆
行
し
つ
つ
あ
る
と
判
断
し
う
る
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
金
井
利
之
は
概
略
的
に
そ
の
変
遷
を
辿
る
中
で
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
税
条
例
等
の
請
求
対
象
か
ら
の

除
外
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
選
挙
時
の
署
名
活
動
の
禁
止
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限
や
地
位
を

利
用
し
て
署
名
運
動
を
行
っ
た
公
務
員
等
へ
の
罰
則
規
定
な
ど
の
例
を
以
て
、
基
本
的
に
は
直
接
請
求
を
制
限
す
る
方
向
で
の
動
き
が
強

い
と
評
し
て
い
る
（
42
）

。
確
か
に
そ
れ
ら
は
新
た
に
直
接
請
求
を
制
約
し
か
ね
な
い
改
正
で
あ
っ
た
。
住
民
自
治
の
制
度
と
し
て
は
明
ら
か
に

従
来
よ
り
後
退
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
改
悪
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
評
価
が
可
能
な
一
方
で
、
他
方
で
は
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
点
字
署
名
を
可
能
と
し
た
点
、

九
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
二
）

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
障
が
い
を
有
す
る
人
の
代
筆
署
名
を
可
能
と
し
た
点
、
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
の
議
会
に
お
け
る
条
例
案

審
議
の
際
の
請
求
代
表
者
の
意
見
陳
述
、
そ
し
て
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
政
令
指
定
都
市
に
お
け
る
署
名
収
集
期
間
の
緩
和
な

ど
、
住
民
自
治
の
拡
大
に
繋
が
る
改
正
も
近
年
ま
で
断
続
的
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

金
井
は
ま
た
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
や
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
の
住
民
自
治
に
積
極
的
な
改
正
を
例
に
（
因
み
に
、
こ
の
時
期
は

第
一
次
地
方
分
権
改
革
の
時
期
に
あ
た
る
）、「
直
接
請
求
と
い
う
住
民
自
治
も
、
国
自
治
体
間
の
分
権
改
革
と
い
う
団
体
自
治
の
進
展
す
る

時
期
に
の
み
、
進
む
よ
う
で
あ
る
（
43
）

。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
表
1
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
受
け
止
め
ら
れ
な

い
展
開
が
見
い
出
せ
る
。
制
度
は
前
進
と
後
退
を
脈
絡
な
く
繰
り
返
し
、
時
代
状
況
に
沿
っ
た
特
段
の
一
貫
性
を
見
出
す
の
は
困
難
な
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
な
お
そ
の
制
度
史
上
の
評
価
は
難
し
い
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
44
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
住
民
自
治

の
制
度
と
し
て
課
題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
り
、
よ
り
良
い
制
度
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

誰
し
も
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

注（
1
） 

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
文
献
を
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
く
。
地
方
自
治
制
度
の
通
史
と
し
て
は
、
杉
村
章
三
郎
『
地
方
自
治
制
綱

要
﹇
三
訂
版
﹈』
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
、
佐
久
間
彊
『
地
方
自
治
制
度
講
義
』
良
書
普
及
会
、
一
九
六
六
年
、
橋
本
勇
『
地
方
自
治
の
あ
ゆ
み
』、

良
書
普
及
会
、
一
九
九
五
年
な
ど
。
ま
た
戦
後
直
後
の
地
方
制
度
改
革
に
関
し
て
は
、
天
川
晃
「
第
六
章　

地
方
自
治
制
度
の
改
革
」
東
京
大
学
社

会
科
学
研
究
所
戦
後
改
革
研
究
会
編
『
戦
後
改
革
3
政
治
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
同
「
第
一
部　

地
方
自
治
」
天
川
晃
・
小
田

中
聰
樹
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
国
憲
法
・
検
証 1945-2000 

資
料
と
論
点　

第
六
巻　

地
方
自
治
・
司
法
改
革
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
。

九
四



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
三
）

な
お
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
部
分
的
に
触
れ
て
き
た
制
度
の
史
的
経
緯
や
課
題
に
つ
い
て
一
部
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
2
） 
但
し
、
そ
こ
に
入
手
資
料
の
偏
り
と
い
う
問
題
が
立
ち
は
だ
か
る
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
の
一
部
は
戦
後
地
方
制
度
改
革
の
検
討
と

重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
こ
の
よ
う
な
分
野
の
検
討
は
、
多
く
旧
内
務
省
（
及
び
そ
の
関
係
者
）
の
資
料
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
研
究
上
の
制
約
を
持
っ
て
い
る
。
入
手
可
能
な
資
料
が
現
状
で
は
そ
れ
し
か
な
い
た
め
だ
が
、
そ
の
点
で
内
務
省
関
係
資
料
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
た
制
度
の
一
面
史
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
は
、
甘
ん
じ
て
受
け
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
有
益
な
指
摘
と
し

て
以
下
を
参
照
。
小
倉
裕
児
「
敗
戦
直
後
の
地
方
制
度
改
革
の
動
向
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
〇
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年
、
二
五
八
│
二
五
九
頁
。

（
3
） 

本
稿
の
記
述
に
あ
た
っ
て
、
特
に
参
照
し
た
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。
沢
井
勝
「
直
接
請
求
制
度
導
入
の
経
過
と
問
題
」『
討
議
資
料
1
9
7
8

年
8
月
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
直
接
請
求
』
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
松
野
光
伸
「
現
行
直
接
請
求
制
度
の
制
定
過
程
」『
島
大
法
学
』

第
二
四
巻
第
二
・
三
号
、
一
九
八
一
年
、
小
西
敦
『
地
方
自
治
法
改
正
史
』
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
、
現
代
地
方
自
治
全
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代

地
方
自
治
全
集
25　

地
方
自
治
総
合
年
表
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
九
年
、
橋
本
勇
、
前
掲
書
、
佐
久
間
彊
、
前
掲
書
、
な
ど
。
こ
の
他
次
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
も
度
々
活
用
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
「
日
本
法
令
索
引
」（http://hourei.ndl.go.jp/S

earchS
ys/index.jsp

）、
国
立
公
文
書
館
「
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/

）。

（
4
） 

こ
の
数
字
は
、
表
1
と
の
対
応
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
。

（
5
） 

新
憲
法
制
定
ま
で
の
過
程
と
第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
動
き
を
時
系
列
で
表
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
二
月
一
三
日　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
憲
法
改
正
草
案
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
）
を
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月　

六
日　

政
府
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
対
す
る
憲
法
改
正
草
案
要
綱
を
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
一
七
日　

政
府
は
要
綱
を
修
正
し
憲
法
改
正
草
案
を
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月　

二
日　

第
九
〇
回
帝
国
議
会
に
第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
律
案
を
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
七
日　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月　

五
日　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
施
行

九
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
日　

日
本
国
憲
法
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
月
三
日　

日
本
国
憲
法
公
布

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
四
月
一
七
日　

地
方
自
治
法
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月　

三
日　

日
本
国
憲
法
施
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
施
行
（
第
二
次
地
方
制
度
改
革
）

（
6
） 

天
川
晃
、
前
掲
論
文
、
二
八
四
頁
。

（
7
） 

内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
一
部
』、
一
九
四
七
年
、
七
二
五
頁
。
ま
た
そ
の
検
討
と
し
て
、
高
木
鉦
作
「
知
事
公
選
制
と
中
央
統
制
」

渓
内
謙
・
阿
利
莫
二
・
井
出
嘉
憲
・
西
尾
勝
編
『
現
代
行
政
と
官
僚
制　

下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
小
倉
、
前
掲
論
文
、
天
川
晃
、

前
掲
論
文
、
二
六
八
頁
以
下
。

（
8
） 

松
野
光
伸
「
前
掲
論
文
」、
九
七
│
一
〇
一
頁
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
七
│
七
八
、
八
四
│
八
八
頁
。

（
9
） 

内
政
史
研
究
会
『
内
政
史
研
究
資
料
第
二
一
三
集　

鈴
木
俊
一
氏
談
話
記
録
第
五
回　

昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
四
日
』、
一
九
七
五
年
、
六
六

頁
。

（
10
） 

内
政
史
研
究
会
、
前
掲
書
、
二
八
│
二
九
頁
。
ま
た
鈴
木
俊
一
『
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
四
│
二
五
頁
も
参
照
。
鈴
木

及
び
内
務
省
主
導
に
関
す
る
言
及
は
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
八
〇
│
八
三
頁
、
松
野
、
前
掲
論
文
、
九
三
頁
、
及
び
平
松
弘
光
「
分
権
時
代
の
政
策

法
務　

分
権
時
代
の
市
民
立
法
│
条
例
制
定
・
改
廃
の
直
接
請
求
│
」『
リ
ポ
ー
ト
21　

2
0
0
0
年
度
』
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
│
二
〇
頁
な
ど
。

（
11
） 

自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅱ
（
昭
和
二
一
年
の
地
方
制
度
改
正
）』
一
九
六
一
年
、
三
七
頁
。

（
12
） 

佐
久
間
彊
、
前
掲
書
、
二
〇
│
二
一
頁
。
ま
た
山
縣
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
…
自
治
制
ノ
効
果
ハ
、
啻
ニ
民
衆
ヲ
シ
テ
其
ノ
公
共
心
ヲ
啓
暢
セ
シ
メ
、
併
セ
テ
行
政
参
助
ノ
智
識
經
驗
ヲ
得
シ
ム
ル
カ
爲
メ
、
立
憲
政
治
ノ

運
用
ニ
資
ス
ル
所
至
大
ナ
リ
ト
イ
フ
ニ
止
マ
ラ
ス
、
中
央
政
局
異
動
ノ
餘
響
ヲ
シ
テ
、
地
方
行
政
ニ
波
及
セ
サ
ラ
シ
ム
ル
ノ
利
益
、
亦
決
シ
テ
鮮
尠

ナ
ラ
ス
ト
爲
ス
。
…
（
以
下
略
）
…
」（
公
爵
山
縣
有
朋
談
「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
確
立
ノ
沿
革
」『
國
家
學
會
創
立
満
三
十
年
記
念
明
治
憲
政
經

濟
史
論
』
有
斐
閣
、
一
九
一
九
年
、
所
収
）

九
六



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
五
）

（
13
） 

高
木
鉦
作
「
第
1
章　

住
民
の
権
利
と
自
治
体
の
責
任
」
高
木
鉦
作
編
『
住
民
自
治
の
権
利
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
三
年
、
九
頁
。

（
14
） 

沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
。

（
15
） 
他
の
直
接
請
求
は
、
過
去
の
行
為
に
対
す
る
住
民
の
判
断
と
い
う
事
後
的
指
向
（
＝
チ
ェ
ッ
ク
機
能
）
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
条
例
の
制

定
改
廃
請
求
は
住
民
が
将
来
的
な
政
策
案
を
発
案
す
る
と
い
う
事
前
的
（
＝
未
来
）
指
向
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
16
） 

「
九
、
其
の
他
の
參
考
資
料
ロ
地
方
制
度
改
正
關
係
答
辯
資
料
」
内
務
省
編
『
前
掲
書
・
第
一
部
』、
一
二
〇
〇
│
一
二
〇
一
頁
。

（
17
） 

松
野
、
前
掲
論
文
、
九
五
頁
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
、
水
飼
幸
之
助
「
終
戦
直
後
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
│
改
正
法
律
の
立
法
過
程

を
め
ぐ
っ
て
│
」『
法
学
論
集
』
第
九
号
、
一
九
七
二
年
二
月
、
一
九
八
頁
。

（
18
） 

地
方
自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
五
部
』、
一
九
五
一
年
、
四
九
│
五
一
頁
。
な
お
（
こ
れ
は
、
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
Ⅶ
、

二
五
七
│
二
六
〇
頁
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
③
）
も
参
照
。

（
19
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
九
七
│
一
一
七
頁
。

（
20
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

（
21
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
七
頁
。
但
し
、
こ
の
鍵
括
弧
内
の
文
言
は
自
治
大
学
校
編
で
要
約
さ
れ
た
も
の
で
、
実
際
の
政
府
の
答

弁
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
㈠　

…
最
終
的
な
決
定
は
、
都
府
縣
會
、
市
町
村
会
に
一
任
せ
ら
れ
、
何
ら
そ
の
議
決
を
拘
束
す
る
所
が
な
い
の
で
、
請
求
に
必
要
な
選
擧
人
の

數
は
餘
り
多
く
を
要
求
せ
ず
、
努
め
て
自
由
な
意
思
を
表
明
す
る
機
會
を
多
く
與
へ
る
こ
と
が
適
當
で
あ
る
。

㈡　

さ
り
と
て
、
餘
り
少
數
に
す
る
と
發
案
に
槇
重
を
缺
き
適
當
で
な
い
。
議
員
の
發
案
は
、
議
員
三
人
あ
れ
ば
な
す
こ
と
が
出
來
る
か
ら
、
議

員
三
人
が
實
質
上
支
持
を
受
け
て
ゐ
る
選
擧
人
の
數
と
概
ね
同
數
の
選
擧
人
の
連
署
が
あ
れ
ば
發
案
を
爲
し
得
る
こ
と
と
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
。

…
（
略
）
…

㈢　
（
略
）

㈣　

以
上
の
理
由
に
よ
つ
て
、
都
は
二
萬
と
し
た
が
道
府
縣
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
の
五
十
分
の
一
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の

五
十
分
の
一
の
數
が
餘
り
に
多
い
と
き
は
以
上
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
最
高
限
を
押
へ
、
道
府
縣
は
一
萬
、
市
は
千
、
町
村
は
百
と
し

九
七
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
六
）

た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
人
口
五
萬
の
市
で
有
權
者
二
萬
五
千
と
す
れ
ば
そ
の
五
十
分
の
一
で
五
百
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
數
は
名
簿
の
確
定
後
直
に

都
長
官
、
市
町
村
長
等
が
告
示
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。」（「
九
、
其
の
他
の
參
考
資
料
ロ
地
方
制
度
改
正
關
係
答
辯
資
料
」
内
務
省
編
、
前
掲

書
・
第
一
部
、
一
二
九
一
│
一
二
九
二
頁
。）

（
22
） 
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
七
頁
。
な
お
、
こ
の
点
の
衆
議
院
修
正
要
綱
の
原
文
は
次
の
通
り
。

「
三
、
條
例
又
は
規
則
の
制
定
請
求
の
際
首
長
が
原
案
の
趣
旨
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
こ
れ
を
修
正
し
た
場
合
に
は
、
原
案
を
添
へ
て
議
會
に
付

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。」（
内
務
省
編
、
前
掲
書
・
第
一
部
、
七
二
二
頁
。）

（
23
） 

植
原
内
務
大
臣
に
よ
る
地
方
自
治
法
の
提
案
理
由
に
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
…
地
方
自
治
に
関
す
る
事
項
は
、
そ
の
基
礎
を
直

接
憲
法
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
に
関
す
る
法
律
は
、
憲
法
附
属
の
法
典

・

・

・

・

・

・

・

と
申
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の

規
定
お
よ
び
精
神
に
即
応
し
た
地
方
自
治
法
を
制
定
し
、
憲
法
と
同
時
に
こ
れ
を
施
行
し
、
地
方
行
政
の
民
主
化
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
も
っ
て
国
政

民
主
化
の
基
底
を
培
う
こ
と
が
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
（
以
下
略
）
…
」
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
二

部
』、
一
九
四
七
年
、
六
四
頁
。
及
び
、
橋
本
勇
、
前
掲
書
、
一
六
〇
│
一
六
二
頁
も
参
照
の
こ
と
。
な
お
点
線
は
筆
者
に
よ
る
。

（
24
） 

自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅴ
（
地
方
自
治
法
の
制
定
）』
一
六
〇
頁
。
な
お
条
文
中
の
「
制
定
又
は
改
廃
」
に
改
め
る
理
由
は
、
当
時
の

鈴
木
俊
一
行
政
課
長
の
説
明
に
よ
る
（
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
二
部
』、
一
九
四
七
年
、
二
〇
三
頁
）。

（
25
） 

こ
の
改
正
に
至
る
過
程
で
は
、
こ
の
他
「
地
方
公
共
の
秩
序
の
維
持
、
住
民
及
び
滞
在
者
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
の
保
持
に
関
す
る
条
例
」

も
そ
の
請
求
対
象
か
ら
外
す
方
向
で
審
議
が
進
ん
で
い
た
が
、
最
終
的
に
は
総
司
令
部
の
命
令
で
税
等
の
賦
課
徴
収
の
み
を
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅶ
（
昭
和
二
二
・
三
年
の
地
方
自
治
法
改
正
）』
自
治
大
学
校
、
一
九
六
四
年
、
二
五
五
│
二
五
六
頁
。

（
26
） 

こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
。
賀
来
健
輔
「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
課
題
と
そ
の
一
考

察
│
制
度
の
積
極
的
活
用
の
観
点
か
ら
│
」『
地
方
自
治
研
究
』
第
二
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
│
五
頁
。

（
27
） 

田
中
二
郎
「
地
方
自
治
法
に
現
わ
れ
た
代
表
的
民
主
主
義
と
直
接
的
民
主
主
義
」『
自
治
研
究
』
第
二
五
巻
第
二
号
、
一
九
四
九
年
、
二
〇
頁
。

田
中
は
こ
の
論
文
で
、
請
求
の
動
向
を
「
濫
用
」
と
表
現
し
た
。

（
28
） 

総
務
省
「
第
三
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
第
一
回
専
門
小
委
員
会
配
布
資
料
1
」、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
参
照
可
能

九
八



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
七
）

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000131330.pdf

）。
な
お
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
鵜
飼
信
成
に
拠
る
と
、
条
例
の
制
定
改

廃
請
求
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
五
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
約
一
年
間
ほ
ど
で
一
七
件
で
、
そ
の
う
ち
府
県
は
一
〇
件
で
全
て
電
気
ガ
ス
税

条
例
の
廃
止
を
請
求
す
る
も
の
で
、
市
町
村
は
七
件
で
一
件
を
除
き
市
町
村
税
の
賦
課
方
法
の
改
正
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
但
し
、
こ

の
デ
ー
タ
の
出
所
は
不
明
）。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
議
会
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。
鵜
飼
信
成
「
地
方
自
治
法
に
お
け
る
直
接
民
主
政
治
│
直
接

請
求
の
実
態
と
意
義
」『
法
律
時
報
』
第
二
一
巻
第
七
号
、
一
九
四
九
年
、
二
〇
頁
。

（
29
） 

衆
議
院
治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会
の
鈴
木
俊
一
政
府
委
員
の
発
言
に
そ
れ
は
、
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資

料
第
五
部
』
一
九
五
一
年
、
四
九
│
五
一
頁
。
な
お
こ
れ
は
、
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
Ⅶ
、
二
五
七
│
二
六
〇
頁
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
30
） 

橋
本
勇
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。
な
お
改
正
当
初
か
ら
税
等
財
政
的
な
事
項
を
除
外
す
る
規
定
に
関
し
て
は
、
疑
問
視
す
る
向
き
は
多
か
っ
た
。

例
え
ば
、
鵜
飼
信
成
、
前
掲
論
文
、
二
〇
│
二
一
頁
、
浜
川
清
「
直
接
請
求
に
よ
る
条
例
制
定
」
佐
藤
竺
編
『
条
例
の
制
定
過
程
』
学
陽
書
房
、

一
九
七
八
年
、
二
四
二
│
二
四
三
頁
、
高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
九
│
二
七
二
頁
ほ
か
。

（
31
） 

立
法
担
当
者
は
改
正
の
趣
旨
を
述
べ
る
中
で
、
当
時
の
状
況
を
、「
…
選
挙
人
の
代
筆
、
偽
筆
等
が
、
と
も
す
れ
ば
行
わ
れ
勝
ち
（
マ
マ
）
で

あ
り
、
ま
た
、
選
挙
人
を
欺
罔
し
て
署
名
を
求
め
る
等
の
事
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
常
に
紛
議
の
的
と
な
つ
て
い
た
実
情
に
あ
つ
た
。
選
挙
管

理
委
員
会
が
署
名
を
審
査
す
る
場
合
で
も
、
こ
れ
が
た
め
非
常
に
困
難
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
（
以
下
略
）
…
」
と
記
し
て
い
る
。
高
辻
正

巳
「
地
方
自
治
法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
自
治
研
究
』
第
二
六
巻
第
六
号
一
九
五
〇
年
、
四
頁
。
ま
た
こ
の
論
説
の
三
│
七
頁
、
及
び
降
矢
敬
義

「
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
法
律
の
解
説
」『
自
治
公
論
』
第
一
七
巻
第
五
号
、
一
九
五
〇
年
、
二
│
一
一
頁
も
参
照
。

（
32
） 

浜
川
清
「
直
接
請
求
に
よ
る
条
例
制
定
」
佐
藤
竺
編
『
条
例
の
制
定
過
程
』
学
陽
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
五
三
頁
。

（
33
） 

高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
三
〜
二
七
七
頁
。
比
較
的
近
年
で
も
同
様
の
意
見
と
し
て
、
金
井
利

之
は
、「
手
続
を
明
確
に
す
る
技
術
的
な
改
正
と
も
言
え
る
が
、
署
名
収
集
の
ハ
ー
ド
ル
を
官
僚
制
的
に
高
め
た
と
も
い
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る

（
金
井
利
之
「（
第
2
編
）
第
1
章　

直
接
請
求
制
度
」『
市
区
町
村
の
お
け
る
住
民
参
加
方
策
に
関
す
る
調
査
研
究
』
財
団
法
人
地
方
自
治
研
究
機

構
、
二
〇
一
三
年
、
九
〇
頁
）。

（
34
） 

総
務
省
地
方
制
度
行
財
政
検
討
会
議
第
一
分
科
会
第
7
回
資
料
2
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000087295.pdf

）

九
九
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
八
）

二
〇
一
六
年
六
月
六
日
閲
覧
。
及
び
森
繁
一
他
「
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
の
概
説
」『
時
の
法
令
』
第
四
七
一
号
、
一
九
六
三
年
、
二
│
五
頁
も

参
照
の
こ
と
。

（
35
） 
河
合
代
悟
「
都
議
会
定
数
の
特
例
と
直
接
請
求
制
度
の
合
理
化
」『
時
の
法
令
』
第
六
八
〇
号
、
一
九
六
九
年
、
二
八
│
三
〇
頁
。

（
36
） 
河
合
代
悟
「
前
掲
論
文
」、
三
〇
頁
。

（
37
） 

江
畑
賢
治
「
中
核
市
制
度
と
広
域
連
合
制
度
の
創
設
等
」『
時
の
法
令
』
第
一
四
九
八
号
、
一
九
九
四
年
、
一
七
頁
。

（
38
） 

佐
々
木
浩
・
島
﨑
邦
彦
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
（
市
町
村
合
併
特
例
法
関
係
を
除
く
）
に
つ
い
て
」『
地
方
自
治
』

第
六
五
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
頁
。

（
39
） 

新
田
一
郎
「
地
域
主
権
改
革
関
連
三
法
③
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
」『
時
の
法
令
』
第
一
八
九
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
八
│
五
二
頁
、
及

び
工
藤
学
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」『
法
令
解
説
資
料
総
覧
』
第
三
六
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
│
二
五
頁
。

（
40
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
藤
宗
幸
「
直
接
請
求
制
度
と
住
民
参
加
」
自
治
大
学
校
研
究
部
編
『
地
方
公
務
員
セ
ミ
ナ
ー
住
民
参
加
と
行
政
』

一
九
七
六
年
、
八
七
頁
、
岡
田
彰
「
逐
条
解
説　

条
例
の
制
定
・
又
は
改
廃
の
請
求
と
そ
の
処
置
」
地
方
自
治
総
合
研
究
所
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
直

接
請
求
』
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
一
六
九
頁
、
及
び
高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
四

頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
41
） 

沢
井　

勝
、「
前
掲
論
文
」、
七
三
頁
、
松
野
光
伸
「
前
掲
論
文
」、
九
〇
頁
。

（
42
） 

金
井
利
之
、
前
掲
論
文
、
九
〇
頁
。

（
43
） 

金
井
利
之
、
前
掲
論
文
、
九
〇
頁
。

（
44
） 

そ
の
意
味
で
は
、
前
稿
執
筆
時
の
「『
地
方
税
等
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
』
を
請
求
対
象
か
ら
外
し
た
こ
と
を
除
け
ば
、
十
分
と
は
言
え

な
い
も
の
の
概
ね
直
接
請
求
を
行
う
住
民
の
側
に
立
っ
た
制
度
変
更
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。」
と
の
認
識
は
、
や

や
勇
み
足
で
あ
っ
た
。（
賀
来
健
輔
「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
│
来
し
方
行
く
末
の
残
さ
れ
た
課
題
│
」『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
第
二

号
、
二
〇
一
五
年
、
一
五
二
頁
。）。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
し
た
の
は
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
な
住
民
自
治
に
対
す
る
プ
ラ
ス
の
改
正
の
諸
点
を
強
く

認
識
し
て
い
た
こ
と
や
、
ま
た
金
井
の
挙
げ
る
「
制
約
」
の
諸
点
が
実
際
ど
こ
ま
で
住
民
に
負
担
を
与
え
る
も
の
な
の
か
を
よ
く
測
り
兼
ね
て
い
る

一
〇
〇



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
九
）

こ
と
に
由
来
す
る
。

一
〇
一
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